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一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構 

日本臨床発達心理士会 奈良支部規約 

 

第１条（名称） 

    本会は、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会奈良支部と

称する。 

 

第２条（事務局） 

    本会は、事務局を〒630-8506奈良県奈良市北魚屋東町 奈良女子大学 天ヶ瀬研究室内

の住所に置く。 

 

第３条（目的） 

    本会は、臨床発達心理士の資格取得者の相互の連携を密にし、 技能の向上を図るととも

に、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

第４条（事業） 

    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

① 研修会・研究会等の開催 

② 支部会報・ホームページ等による情報発信 

③ その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業 

 

第５条（会員） 

    本会の会員は、日本臨床発達心理士会奈良支部に所属する臨床発達心理士であり、職場

または住居を本支部内に有する者とする。 

 

第６条（入会） 

    臨床発達心理士の資格取得の時点で、第５条に該当する会員が、一般社団法人 臨床発

達心理士認定運営機構において本支部に登録した時点で、あるいは他支部からの異動の時

点で本会への入会とする。 

 

第７条（退会） 

    会員が､第５条の条件を満たさず、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構において

本支部より登録を末梢した時点で、本会からの退会とする。 

① 臨床発達心理士資格を喪失したとき 

② 他支部への異動申請を受理されたとき 

 

第８条（事業や活動への参加） 

    会員は、本会が主催または共催する事業および活動等に参加することができる。 
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第９条（会計・会計年度・会費） 

    本会の会計は、会費等による。 

  ２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

  ３ 会費は、年２０００円とし、一般社団法人 臨床発達心理士認定運営機構への一括納入

を原則とする。納付期限は２月末日とする。 

４ 新入会員については、納付期限を別途定める。 

５ 収支決算については，定期総会において報告し，承認を得るものとする。 

 

第１０条（総会） 

    総会は、支部会員をもって構成し、会の意思と方針を決定する。 

  ２ 定期総会は年１回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することとする。 

  ３ 総会の成立は、出席者と委任状提出者の合計数が支部会員の半数を超えることとする。

定足数に満たない場合は、仮総会とする。 

４ 総会の議決は、出席者の過半数をもって成立とする。 

５ 仮総会における承認および決定事項は、支部ホームページで公示し、その後 1ヶ月以内

に支部会員総数の 1/4以上の反対がない場合は、成立したものとする。 

６ 定期総会には次の議題を提出しなければならない。 

① 事業の年次計画及び収支予算の承認 

② 事業年次報告及び収支決算の承認 

       

第１１条（役員・選出方法・任期） 

本会には、次の役員を置く。 

① 支部長 （１名） 

② 副支部長（１名） 

③ 事務局長（１名） 

④ 地区担当・会計地区担当・会計・IT担当・広報など若干名 

⑤ 幹事（１名） 

その他，支部会の運営にあたり支部長が必要と認める役員 

 

２ 役員の選出は会員の互選による。 

３ 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし同一の役員を務める場合は、原則２期

までとし、欠員補充は前役員の任期を引き継ぐ。 

４ 支部長は本会を代表し会務を執行する。 

５ 副支部長は，支部長を補佐する。支部長が不在の時に会務を代行する。 

６ 幹事は，日本臨床発達心理士会幹事会に出席する。 

  ７ 事務局長は支部長を補佐し、本会の事務を統括する。 

 

第１２条（監査役・選出方法・任期） 

    本会には監査役を置く。監査役は１名とし、本会の事業および会計を監査する。 

  ２ 監査役の選出は会員の互選による。 
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 ３ 監査役の任期は３年，原則２期までとし、欠員補充は前役員の任期を引き継ぐ。 

 

第１３条 （役員会） 

役員会は，役員をもって構成する。  

２ 役員会は支部長が必要と認めたとき，又は役員の半数以上から招集の請求があったとき

に開催する。 

３ 役員会は支部長が招集し、議事を進行する。 

４ 役員会の議事について議事録を作成し，各役員の確認をもって確定する。  

 

第１４条 （執行部会） 

執行部会は支部長•副支部長•事務局長•幹事・監査で構成し，必要な役員が陪席する。 

２ 執行部会は支部長が招集し，議事を進行する。 

３ 執行部会は役員会での案件を事前に審議し，発議する。  

 

第１５条（本規約の変更） 

    この規約の変更は、支部会総会に出席した会員のうち３分の２以上の同意を得るものと

する。 

附則  

 この規約は， ２０１５年５月１６日から施行する。  


